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第１編 道路交通の安全 

 
 

１．道路交通事故のない社会を目指して 

 人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない誰もが

安全で安心して暮らせる千葉県を目指します。 

 死者数の一層の減少に取り組むとともに、事故そのものの減少

についても積極的に取り組む必要があります。 

 

 

  

２．道路交通の安全についての目標 

   ２４時間死者数を年間１１０人以下とします。 
     （３０日以内死者数等を同様に減少させます。） 

   重傷者数を年間１，３００人以下とします。 

 
 
  

３．道路交通の安全についての対策 
   

   （６つの視点） 

   ①高齢者・子供の安全確保  

   ②歩行者・自転車の安全確保と遵法意識の向上 

   ③生活道路・幹線道路における安全確保  

   ④地域が一体となった交通安全対策の推進 

   ⑤交通実態を踏まえたきめ細かな対策の推進 

   ⑥先端技術の活用推進 
 

 

 

   （８つの柱） 

    ①県民一人一人の交通安全意識の高揚 

    ②安全運転の確保      ⑥救助・救急活動の充実 

    ③道路交通環境の整備    ⑦被害者支援の充実と推進 

    ④車両の安全性の確保    ⑧交通事故調査・分析の充実 

    ⑤道路交通秩序の維持   
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第１編 道路交通の安全 

 
第１章 道路交通安全の目標及び重点事項 

 

１ 道路交通事故のすう勢等 

（１）道路交通事故の現状 

 県内の交通事故状況は、発生件数、死傷者数ともに年々減少しており、  

令和２年の発生件数は１２，８７３件、死傷者数は１５，５４３人で、平成

２８年の発生件数１８，０２２件、死傷者数２２，５８１人と比較して、発

生件数で２９％、死傷者数も３１％の減少となっています。 
 一方で、死者数は平成２８年以降、令和２年まで、１８５人、１５４人、

１８６人、１７２人、１２８人と、年によって大幅な増減を繰り返しながら

全体としては緩やかな減少傾向で推移しています。 
 第１０次千葉県交通安全計画で掲げた抑止目標（令和２年までに年間死者

数を１５０人以下に、死傷者数を１万８千人以下に抑止する）については、

死者数・死傷者数とも令和２年に達成しました。しかしながら、全国的に見

ると令和元年に死者数が全国ワーストとなるなど、依然としてワースト上位

に位置しています。 
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（２）交通死亡事故の特徴（平成２８年～令和２年） 

  ① 交通死亡事故全体に占める高齢者の割合は半数を超え増加傾向にあり、

令和２年には６割近くを占めている。 
  ② 歩行者と自転車利用者の死者数の割合は５～６割近くで推移している。 
  ③ 昼夜別では、交通事故全体では昼間事故が７割を占める一方、死亡事

故においては夜間事故が５割超を占めている。 
  などが挙げられます。 
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   また、後部座席のシートベルト着用率は平成２４年以降、下降傾向とな

っており、近年は若干上昇しているものの４割前後に留まるなど、死亡事

故の一因ともなっています。 
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２ 交通安全計画における目標 

 千葉県の究極の目標は、交通事故のない安全で安心して暮らせる社会の構

築ですが、一朝一夕にこの目標を達成することは困難であると考えられるこ

とから、本計画の計画期間である令和７年までに、以下の数値を本県の抑止

目標として取り組んでいきます。 
   

区 分 期 間 目 標 数 値 

第 11次千葉県 

交通安全計画 

令和３年度～ 

令和７年度 

２４時間死者数 年間１１０人以下 

重傷者数 年間１，３００人以下 

  

 また、２４時間死者数のみならず、交通事故に起因する死者数（３０日以内

死者数等）を減少させていきます。 

この目標達成に向け、県、県警察、地方行政機関及び市町村は、県民、関

係機関・団体と協働してこの計画に掲げた諸施策を総合的かつ効果的に推進

していきます。 

※ 県内の３０日以内の交通事故死者数 

 ２４時間以内 

死者(ａ) 

３０日以内 

死者(ｂ) 

(ａ)と (ｂ)の 

比率 

平成２８年 １８５人 ２２１人 １．１９倍 

平成２９年 １５４人 １８５人 １．２０倍 

平成３０年 １８６人 ２１２人 １．１４倍 

令和元年 １７２人 ２０５人 １．１９倍 

令和２年 １２８人 １５０人 １．１７倍 

                  

○ ２４時間死者数の目標：年間１１０人以下について 

 国が、第１１次交通安全基本計画の計画期間中に、２４時間死者数を   

２，０００人以下とする目標を設定したことなどを踏まえて、年間１１０人

以下を本計画終了年度（令和７年度）時の県の目標に設定します。 

  （参考）国の目標 死者数 年間２，０００人以下 

（第１０次交通安全基本計画における目標 年間２，５００人以下） 
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○ 交通事故重傷者数の目標：年間１，３００人以下について 

 国が従来の死傷者数に代わり、より命に関わり優先度が高い重傷者（交通

事故によって負傷し、１箇月（30 日）以上の治療を要する者）に関する目標

値を設定したことを踏まえ、県においても重傷者数を目標とすることとし、

過去の推移から、年間１，３００人以下と設定します。 

  （参考）国の目標 重傷者数 年間２２，０００人以下 

 

【参考】これまでの千葉県交通安全計画の目標値と実数値 

区分 期間 目標数値 実数値 

第１次千葉県 

交通安全計画 

昭和４６年度～ 

昭和５０年度 

歩行者推計死者数 

約４００人の半減 

昭和５０年 

１６９人 

第２次千葉県 

交通安全計画 

昭和５１年度～ 

昭和５５年度 

死者数７０２人 

（昭和４５年）の半減 

昭和５５年 

４３２人 

第３次千葉県 

交通安全計画 

昭和５５年度～ 

昭和６０年度 
死者数の着実な減少 

昭和６０年 

４３８人 

第４次千葉県 

交通安全計画 

昭和６１年度～ 

平成２年度 
死者数の着実な減少 

平成２年 

５０８人 

第５次千葉県 

交通安全計画 

平成３年度～ 

平成７年度 
死者数の着実な減少 

平成７年 

４５７人 

第６次千葉県 

交通安全計画 

平成８年度～ 

平成１２年度 
死者数４００人以下 

平成１２年 

４１６人 

第７次千葉県 

交通安全計画 

平成１３年度～ 

平成１７年度 
死者数３７５人以下 

平成１７年 

３１５人 

第８次千葉県

交通安全計画 

平成１８年度～ 

平成２２年度 

 

死者数 ２４５人以下 

死傷者数 ４万人以下 

平成２２年 

２１０人 

３２，４０９人 

第９次千葉県 

交通安全計画 

平成２３年度～ 

平成２７年度 

 

死者数 １５０人以下 

死傷者数２万５千人以下 

平成２７年 

１８０人 

２３，４４２人 

第 10次千葉県 

交通安全計画 

平成２８年度～ 

令和２年度 

 

死者数 １５０人以下 

死傷者数１万８千人以下 

令和２年 

１２８人 

１５，５４３人 
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３ 計画の重点事項 

計画の策定に当たっては、本県の特性や社会情勢の変化等を踏まえ、以下

のとおり「高齢者の交通安全対策の強化」、「自転車の安全利用対策の強化」

及び「悪質・危険な運転者対策の強化」の３項目に重点を置いた計画として

います。 

 

◆重点項目１：高齢者の交通安全対策の強化 

高齢者が関係する交通事故は依然として多く発生しており、交通事故全体

が減少傾向であるなか全事故において高い割合を占めていることからも、対

策の更なる強化が必要となっています。 

（１）交通事故に遭わないための取組 

   本県においては、交通死亡事故全体に占める高齢者の割合は半数を超え

ており、交通事故の防止に取り組む上で、特に高齢者が歩行中に被害者と

なる交通死亡事故の防止が喫緊の課題となっています。 

このため、従来から実施している反射材の普及促進などの対策を強化する

ことにより、高齢者が被害者となる交通事故の抑止を図ります。 

（２）交通事故を起こさせないための取組  

   高齢者の運転に起因した交通事故の割合は年々増加傾向にあり、特に、

ブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通事故が社会問題化しています。 

   高齢運転者に対しては身体機能の低下に伴う安全運転相談や安全運転サ

ポート車の普及促進、運転免許返納のための条件づくりなど効果的な取組

を実施することにより、高齢者が加害者となる交通事故の防止を一層強化

します。  
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◆重点項目２：自転車の安全利用対策の強化 

自転車の安全利用に関しては、平成２９年に「千葉県自転車の安全で適正

な利用の促進に関する条例」が施行されて以降、交通ルール遵守と正しい交

通マナーの向上に取り組んできました。 

しかしながら、依然として本県の自転車乗車中の交通事故件数は交通事故

全体の２割以上を占めており、また、近年、自転車利用ニーズが高まってい

ることから交通事故防止対策を推進する上で自転車の安全利用対策を更に強

化する必要があります。 

（１）幅広い世代を対象とした対策強化の必要性 

学齢期における交通事故発生状況（死傷者数）をみると、自転車が関係す

る事故の割合は、中学生が６割以上、高校生が７割以上となっており、日常

的な行動範囲が広がり自転車の運転を行う機会が増加することに伴い、自転

車が関係する割合が非常に高くなっています。 

また、高齢者についても、事故の割合が約３割と高い割合を示しているほ

か、近年、通勤や配達等で自転車を利用する人も増えてきています。 

このため、次代を担う小・中・高校生の子供たちの安全な育成環境を確保

するほか、高齢者を含めた幅広い世代に対する自転車の安全利用対策を更に

強化する必要があります。 

（２）自転車を安全に利用できる環境づくりの推進  

自転車の安全利用には、交通ルール遵守と正しい交通マナーの向上はもち

ろんですが、自身を守るための自転車ヘルメット着用の推奨、自転車の点

検・整備、自転車損害賠償保険等への加入促進等の対策を更に強化します。 

また、自転車の安全利用を促進するためには、安全で快適な自転車通行空

間の確保を積極的に進める必要があるほか、まちづくり等の観点にも配慮す

る必要があります。 
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◆重点項目３：悪質・危険な運転者対策の強化 

近年、車間距離不保持などのいわゆる「あおり運転」や運転中の携帯電話

等使用のいわゆる「ながら運転」による交通事故の発生が、社会的に注目を

集め、道路交通法の一部改正により、自動車や自転車での「あおり運転」や

「ながら運転」に関する規制が強化されました。また、本県では、これらの

悪質・危険な運転に加え、飲酒運転による事故も後を絶たず、近隣都県と比

較すると最多であるほか、令和元年中の飲酒運転による交通事故死者数は、

全国ワーストとなっています。 

そこで、妨害運転や飲酒運転などの悪質・危険な行為を行う運転者等への

対策を強化します。 

（１）悪質・危険な運転等をしない・させない環境づくり 

   いわゆる「あおり運転」や「ながら運転」については、その危険性や迷

惑性を十分広報する必要があるほか、飲酒運転についても、アルコールが

運転に及ぼす影響や重大交通事故に直結する危険性などを、あらゆる機会

を通じ運転者などに対し周知啓発を行う必要があります。 
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特に、飲酒運転の根絶には、県民の飲酒運転根絶意識の醸成を図り、地域・

企業・団体等で飲酒運転を排除する取組や、運転者教育の観点では、取消処

分者講習の確実な実施、飲酒学級の充実に努めるなど、県民総ぐるみで対策

を講じ、飲酒運転根絶の環境づくりを推進することが重要です。また、「妨

害運転」に関する罰則は、自転車利用者にも適用されることから、交通指導

取締りと併せて広報啓発を推進し、県民への浸透を図る必要があります。 

（２）飲酒運転などの悪質・危険な運転に対する取締りの強化 

飲酒運転をはじめ、いわゆる「あおり運転」や「ながら運転」などの迷

惑運転は、重大事故に直結する危険性を有しているほか、ひき逃げを誘発す

るおそれがあることから、これらの悪質・危険な運転行為を根絶するため、

取締りを強化する必要があります。 

 
注 「飲酒（死亡）事故」とは、四輪車及び二輪車の運転者が第１当事者で、「酒酔い」「飲酒あり・基準以上」

「飲酒あり・基準以下」のアルコールを保有する状態にあったもの及び「飲酒あり検知不能」を含む。 


